
⾃治体において、独⾃の希望調査及び⾏政書⼠会への委託による申請サポート・代理受取の実施や、対
象を重点化した出張申請受付等、積極的な申請促進活動を実施。
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◯出張申請受付を⾏う対象の重点化
（岐⾩県郡上市）概要

▶ 窓⼝に来庁することが困難な⽅にマイナンバーカードを取
得していただくことを⽬的として、市内の公共施設で出張申
請受付を実施。

▶ 交付率や市役所からの距離等を考慮して重点地区を選
定し、当該地区において出張申請受付を実施。

▶ 広報紙やホームページ、ケーブルテレビのデータ放送で広
報を⾏い、電話で予約を受け付けた。予約の電話の際に、
当⽇の準備物等について説明を⾏い、公⺠館や⾼齢者⽀
援センター（診療所とデイサービス施設を兼ねた施設）等
の会場に市職員が訪問。

概要
▶ 窓⼝に来庁することが困難な⽅にマイナンバーカードを取
得していただくことを⽬的として、独⾃の希望調査を⾏った
上で、県⾏政書⼠会に申請サポート等の業務を委託。

▶ 厚⽣労働省が毎⽉⾏っている出張申請の希望調査では、
施設からの希望が来なくなっていたため、市から改めて市内
の福祉施設へ申請サポートの希望調査を⾏ったところ、複
数の施設から希望があった。

▶ 市が施設から申請者リストを受け取り、⾏政書⼠会へ提
供。そこから施設との調整を⾏政書⼠会へバトンタッチし、
⾏政書⼠会が施設と⽇程調整等を⾏い、施設を訪問の
うえで申請サポートを⾏う。

▶ 完成したカードは、申請者や施設の希望に応じて、⾏政
書⼠が代理受取まで⾏う。

▶ 委託料（マイナンバーカード交付事務費補助⾦対象）
については、申請サポート及び代理受取の件数に応じた
⾦額を⽀払うこととしている。

◯⾏政書⼠会への委託による
申請サポート・代理受取 （熊本県荒尾市）

広報記事

▶ 当⽇は写真撮影等を⾏っ
た上で申請受付をし、完成し
たカードは、市職員が再び各
会場を訪問して交付する。


